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平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
に
か
け
て
セ
ク
ハ
ラ
や
痴
漢
、
盗
撮
、
窃
盗
等
で
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員

に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
（
昨
年
十
二
月
三
日
現
在
）
の
間
に
、
外
務
省
に
お
い
て
痴
漢
、
盗
撮
、
窃
盗
行
為
で
逮

捕
さ
れ
た
、
ま
た
は
処
分
を
受
け
た
者
の
人
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
、
〇
、
二
名
で
い
ず
れ
も
国
内
職
員
で
あ
り
、
こ
の
う
ち

二
名
は
現
在
も
在
職
中
で
あ
る
が
、
他
の
一
名
は
失
職
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
右
三
名
の
う
ち
、
痴
漢
行
為
を
行
っ
た
者
は
二
名
で
、
当
時
の
官
職
は
�
外
務
本
省
の
課
長
補
佐
、
�
外
務
本
省
の
事

務
官
、
窃
盗
行
為
を
行
っ
た
者
は
一
名
で
、
当
時
の
官
職
は
�
外
務
本
省
の
課
長
補
佐
で
あ
り
、
「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る

と
、
�
と
�
の
職
員
に
対
し
て
は
減
給
一
ヶ
月
間
の
処
分
が
下
さ
れ
、
�
の
職
員
は
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
二
十
号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に
該
当
し
て
失
職
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
�
か
ら
�
の
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
痴

漢
、
窃
盗
行
為
を
行
い
、
右
の
処
分
が
下
さ
れ
た
際
、
外
務
省
と
し
て
国
民
に
対
し
て
何
ら
か
の
説
明
を
行
っ
た
か
。

二

一
で
、
行
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

三

減
給
一
ヶ
月
間
の
処
分
を
受
け
た
�
と
�
の
職
員
は
、
そ
の
間
給
与
を
何
割
減
額
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



四

同
じ
痴
漢
行
為
を
行
っ
た
�
と
�
の
職
員
に
関
し
、
�
の
職
員
は
失
職
し
、
�
の
職
員
は
減
給
処
分
の
み
で
済
ま
さ
れ
た

の
は
な
ぜ
か
。

五

�
か
ら
�
の
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
痴
漢
、
窃
盗
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
外
務
省
が
察
知
し
て
か
ら
、
右
三
名
に
対
し
外
務
省

と
し
て
、
聞
き
取
り
調
査
等
の
何
ら
か
の
調
査
を
行
っ
た
か
。

六

一
般
に
、
民
間
企
業
に
お
い
て
社
員
が
痴
漢
、
窃
盗
行
為
を
働
い
た
場
合
、
解
雇
処
分
等
、
減
給
処
分
よ
り
も
遙
か
に
重

い
処
分
が
下
さ
れ
る
の
が
社
会
通
念
上
普
通
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
認
識
如
何
。

七

外
務
省
と
し
て
、
�
と
�
の
職
員
に
対
し
、
国
家
公
務
員
法
に
則
り
適
正
に
処
分
が
下
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
も
の
と

思
料
す
る
が
、
痴
漢
、
窃
盗
行
為
と
い
う
、
外
務
省
職
員
、
国
家
公
務
員
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
人
間
と

し
て
恥
ず
べ
き
行
為
を
行
っ
た
者
へ
の
処
分
が
わ
ず
か
一
ヶ
月
間
の
減
給
と
い
う
の
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
も
軽
す

ぎ
、
到
底
国
民
の
納
得
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


